
行 政 報 告 

平成２０年３月第１回定例会（町税の徴収実績について） 

 町税の確実な納入、徴収は町財政の健全な運営のため、欠かすことが

できないものであります。 
今年度は後志広域連合による滞納処分にかかる共同事務が開始され、

これまで単独では困難であった換価処分などの体制が強化されたところ

であります。 
これらの状況を踏まえた２月末における税の徴収状況について、ご報

告申し上げます 
 

 平成１９年度の町税調定額は現年度分で予算額 ２億８６０５万８千

円に対し、２億８３４９万８３０４円であり、滞納分は３９２万円の予

算額に対し調定額は２８２７万２２３７円であります。 
 

 ２月末現在における現年度分の徴収額は２億５８７８万６７９７円で

あり徴収率は９１．３％で、昨年度より１．６ポイントほど落ちており

ますが、引き続き個別に納税相談、納税交渉を行うとともに、後志支庁

等の共同催告や共同徴収などを実施し、一層の徴収強化を図ってまいり

ます。 
滞納分については、担当職員によるきめ細かい戸別訪問の実施や粘り

強い納税交渉等により７４２万４９２８円が納入され、徴収率は２６．

３％と昨年度の徴収率１１．８％を、大きく上回っております。今後に

おいても引き続き滞納者との納税相談等を行い、納税の確保に努めてま

いります。 
また、今年度から始まりました後志広域連合による滞納整理の効果と

しては２月末までに９万５千円が納入され、今後の納入にかかる誓約が

行われたものが３４８万７千円でありました。また、間接的な効果とし



ては、広域連合への引継予告などにより納入されたもの、誓約が行われ

たものなど事前予告によると思われる効果が２１１万５千円となってお

り、間接的な効果も含め広域連合による滞納整理について、効果があっ

たものと考えております。 
 

 納税ついては住みよいまちづくりの第１歩であり、厳しい町財政を支

える基盤でもあります。 
今後とも町税の確保について、広域連合及び後志支庁との協力により

努めてまいりますので、議員各位をはじめ町民の皆様のご理解とご協力

をお願いし、行政報告とさせていただきます。 
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